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告

示

青
森
県
告
示
第
九
十
五
号

行
政
書
士
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号)

第
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
試
験

機
関
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お
り
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
試

験
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
後
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
試
験
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
日
比
谷
公
園
一
の
三

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
告
示
第
九
十
六
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

浦
村
長
か
ら
市
浦
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
相
内
山
国
有
林
五
三
林
班
、
五
七
林
班
、
五
八
林
班
を
大
字
相
内
字

岩
井
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
九
十
七
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

間
町
長
か
ら
大
間
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸

二
股
山
国
有
林
一
林
班
、
二
林
班
を
字
二
股
山
に
編
入
す
る
。
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二
股
山
国
有
林
一
九
林
班
を
字
大
川
目
に
編
入
す
る
。

二
股
山
国
有
林
二
一
林
班
を
字
小
川
代
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
九
十
八
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
一
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

お
か
じ
ま
調
剤
薬

局
は
ま
な
す
店

じ
け
い
か
い
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ンブ
ラ
イ
ト
デ
ン
タ

ル

青
森
市
は
ま
な
す
二
丁
目
一
七
の
二
六

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
一
四
五
の
一
三

青
森
市
新
田
二
丁
目
一
の
一
〇

平
成
��･

�･

�

〃��･

�･

�

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

有
限
会
社
サ
ワ
カ

ミ
薬
局
十
和
田
店

十
和
田
市
西
三
番
町
一
の
二
八
の
四

平
成
��･

��･

��

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
二
枚
橋
五
〇
の
一
三

�

田

照

男

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
二
枚
橋
一
〇

�

田

龍
太
郎

小
型
定
置
漁
業

で
あ
っ
て
、
甲

の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

大
畑
町
区
域

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
大
畑
道
三
の
二

杉

本

賢

一

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
二
枚
橋
二
四
杉

本

勲

底
建
網
漁
業
で

あ
っ
て
、
甲
の

地
区
の
者
が
行

う
漁
業

下
北
郡
大
畑
町
大
字
正
津
川
字
正
津
川
八
四

松

本

正

市

下
北
郡
大
畑
町
大
字
正
津
川
字
正
津
川
七
四
の
二

古

村

光

春

底
建
網
漁
業
で

あ
っ
て
、
乙
の

地
区
の
者
が
行

う
漁
業

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
街
道
添
一
四
の
二

佐

賀

惣
太
郎

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
下
風
呂
一
一
〇
の
一

丸

山

信

夫

下
風
呂
区
域

小
型
定
置
漁
業
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平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
い
さ
ざ
ひ
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
の
各
共
同
漁
業
権
漁
場
の
区

域
の
う
ち
漁
業
権
者
の
同
意
の
あ
っ
た
共
同
漁
業
権
漁
場
の
区
域
及
び
そ
の
沖
合
海
域

三

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

八
十
四
隻

公

告

青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨

災
害
対
策
基
本
法

(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号)

第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

青
森
県
地
域
防
災
計
画

(

以
下

｢

計
画｣

と
い
う
。)

を
修
正
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
防
災
会
議
会
長

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

計
画
修
正
の
趣
旨

青
森
県
防
災
会
議
は
、
昭
和
三
十
八
年
に
地
域
防
災
計
画
を
作
成
し
て
以
来
、
毎
年
こ
れ
に
検

討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
修
正
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
、
原
子
力
防
災
対
策
の
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

加
入
区
の
名
称

青
森
市
港
町
三
丁
目
一
の
一
四

工

藤

光

正

青
森
市
合
浦
二
丁
目
四
の
三

近

藤

善

保

青
森
市
第
三
加
入
区

青
森
市
八
重
田
二
丁
目
四
の
八

斉

藤

貞

一

青
森
市
造
道
一
丁
目
五
の
八

山

崎

忠

幸

青
森
市
第
四
加
入
区

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
二
六
三

横

内

憲

悟

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
二
一
三

若

木

�
次
郎

青
森
市
第
六
加
入
区

青
森
市
大
字
久
栗
坂
字
山
辺
一
四
七
の
一

川

村

春

光

青
森
市
大
字
久
栗
坂
字
浜
田
一
〇
三
六
の
二

堤

徳

治

青
森
市
第
七
加
入
区

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

西
津
軽
郡
木
造
町

平
成

��･

�･

�
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対
象
と
す
る
施
設
と
し
て
、
東
北
電
力
株
式
会
社
東
通
原
子
力
発
電
所
及
び
財
団
法
人
核
物
質
管

理
セ
ン
タ
ー
六
ケ
所
保
障
措
置
分
析
所
が
新
た
に
加
わ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
所
要
事
項
に
つ
い

て
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二

計
画
修
正
の
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日

三

計
画
修
正
の
主
な
内
容

原
子
力
編

第
一
章

総
則

第
一
節

計
画
の
目
的

対
象
と
な
る
事
業
を
、
原
子
力
事
業
者
の
加
工
の
事
業
、
原
子
炉
の
運
転
、
再
処
理
の
事

業
、
廃
棄
の
事
業
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
、
事
業
所
外
運
搬
と
し
た
。

第
五
節

防
災
対
策
を
実
施
す
べ
き
市
町
村
の
範
囲

防
災
対
策
を
実
施
す
べ
き
対
象
地
域
と
し
て
、
六
ケ
所
村
、
東
通
村
、
む
つ
市
及
び
横
浜

町
の
全
域
と
し
た
。

な
お
、
特
に
被
ば
く
の
低
減
の
た
め
の
防
護
措
置

(

屋
内
待
避
、
避
難
等)

を
講
ず
べ
き

地
域
と
し
て
、
再
処
理
施
設
を
中
心
と
し
た
概
ね
半
径
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
及
び
原
子
力
発
電

所
を
中
心
と
し
た
半
径
概
ね
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
た
。

第
七
節

計
画
の
基
礎
と
す
る
べ
き
災
害
の
想
定

ウ
ラ
ン
濃
縮
施
設
、
再
処
理
施
設
、
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
高
レ
ベ
ル
放

射
性
廃
棄
物
管
理
施
設
、
東
通
原
子
力
発
電
所
、
六
ケ
所
保
障
措
置
分
析
所
の
各
施
設
ご
と

の
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
の
放
出
形
態
を
記
載
し
た
。

第
八
節

防
災
関
係
機
関
の
事
務
又
は
業
務
の
大
綱

東
通
原
子
力
発
電
所
に
係
る
所
在
市
町
村
と
し
て
東
通
村
、
関
係
周
辺
市
町
村
と
し
て
む

つ
市
、
横
浜
町
及
び
六
ケ
所
村
を
、
関
係
消
防
機
関
と
し
て
下
北
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
章

災
害
予
防
対
策

第
二
節

原
子
力
事
業
者
と
の
防
災
業
務
計
画
に
関
す
る
協
議
及
び
防
災
要
員
の
現
況
等
の
届
出

の
受
理

原
子
力
事
業
者
は
、
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
を
作
成
、
又
は
修
正
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
県
及
び
所
在
市
町
村
と
協
議
す
る
こ
と
と
し
、
県
は
関
係
周
辺
市
町
村
に
計
画
案

を
送
付
し
、
意
見
を
聴
く
こ
と
と
し
た
。

第
五
節

情
報
の
収
集
・
連
絡
体
制
等
の
整
備

原
子
力
防
災
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
連
絡
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
防
災
関
係
機
関
に
、

関
係
周
辺
市
町
村
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

第
六
節

災
害
応
急
体
制
の
整
備

一

対
策
拠
点
施
設
に
お
け
る
原
子
力
災
害
合
同
対
策
協
議
会
等
の
体
制

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
発
出
後
に
組
織
さ
れ
る
原
子
力
災
害
合
同
対
策
協
議
会
に
、
関
係

周
辺
市
町
村
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

二

防
災
関
係
機
関
相
互
の
連
携
体
制

防
災
関
係
機
関
に
、
関
係
周
辺
市
町
村
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

第
七
節

避
難
収
容
活
動
体
制
の
整
備

所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
に
対
し
、
国
及
び
原
子
力
事
業
者
の
協
力
の
も
と
、

屋
内
退
避
及
び
避
難
誘
導
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
支
援
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
所
在
市

町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ
と
と
し
た
。

一

避
難
所
等
の
整
備

１

避
難
所
の
整
備

２

避
難
誘
導
用
資
機
材
、
移
送
用
資
機
材
・
車
両
等
の
整
備

３

コ
ン
ク
リ
ー
ト
屋
内
退
避
体
制
の
整
備

二

災
害
弱
者
の
避
難
誘
導
・
移
送
体
制
等
の
整
備

三

住
民
等
の
避
難
状
況
の
確
認
体
制
の
整
備

四

避
難
所
・
避
難
方
法
等
の
周
知

第
九
節

救
助
・
救
急
、
医
療
、
消
火
及
び
防
護
資
機
材
等
の
整
備

一

救
助
・
救
急
活
動
用
資
機
材
の
整
備

所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
と
協
力
し
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
に
必
要
な
資
機
材
の

整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
に
対
し
、
救
助
工
作
車
、

救
急
自
動
車
等
の
整
備
に
努
め
る
よ
う
助
言
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

防
災
業
務
関
係
者
の
安
全
確
保
の
た
め
の
資
機
材
等
の
整
備

所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
と
協
力
し
、
応
急
対
策
を
行
う
防
災
業
務
関
係
者
の

安
全
確
保
の
た
め
の
資
機
材
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
節

住
民
等
へ
の
的
確
な
情
報
伝
達
体
制
の
整
備

一

国
、
所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
と
連
携
し
、
住
民
等
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対

応
す
る
住
民
相
談
窓
口
の
設
置
等
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
そ
の
方
法
、
体
制
等
に
つ
い
て
定

め
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

二

所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
と
連
携
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
外
国
人
、
乳
幼
児
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そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
災
害
弱
者
及
び
一
時
滞
在
者
に
対
し
、
災
害
情
報
が
迅
速
か
つ
滞
り
な

く
伝
達
さ
れ
る
よ
う
、
周
辺
住
民
、
自
主
防
災
組
織
等
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
平
常
時
よ
り

こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
情
報
伝
達
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
三
節

防
災
訓
練
等
の
実
施

一

訓
練
計
画
の
策
定

国
、
所
在
市
町
村
、
関
係
周
辺
市
町
村
、
原
子
力
事
業
者
等
関
係
機
関
の
協
力
の
も
と
、

災
害
対
策
本
部
等
の
設
置
運
営
訓
練
、
対
策
拠
点
施
設
へ
の
参
集
、
立
ち
上
げ
、
運
営
訓
練
、

緊
急
時
通
信
連
絡
訓
練
、
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
訓
練
、
緊
急
被
ば
く
医
療
訓
練
、
周
辺
住

民
に
対
す
る
情
報
伝
達
訓
練
、
周
辺
住
民
避
難
訓
練
等
の
防
災
活
動
の
各
要
素
ご
と
又
は
各

要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
訓
練
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

訓
練
の
実
施

計
画
に
基
づ
き
、
国
、
所
在
市
町
村
、
関
係
周
辺
市
町
村
、
原
子
力
事
業
者
等
関
係
機
関

の
協
力
の
も
と
、
防
災
活
動
の
各
要
素
ご
と
又
は
各
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
安
全
規
制
担
当
省
庁
が
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

第
十
三
条
に
基
づ
き
作
成
す
る
総
合
的
な
防
災
訓
練
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
実
施
計

画
に
基
づ
い
て
必
要
に
応
じ
住
民
の
協
力
を
得
て
、
国
、
所
在
市
町
村
、
関
係
周
辺
市
町
村
、

原
子
力
事
業
者
等
と
共
同
し
て
総
合
的
な
防
災
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
章

災
害
応
急
対
策

第
二
節

情
報
の
収
集
・
連
絡
、
緊
急
連
絡
体
制
及
び
通
信
の
確
保

一

特
定
事
象
発
生
情
報
等
の
連
絡

原
子
力
事
業
者
及
び
安
全
規
制
担
当
省
庁(

原
子
力
防
災
専
門
官
を
含
む
。)
か
ら
通
報
・

連
絡
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
周
辺
市
町
村
、
所
在
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
、

海
上
保
安
部
、
関
係
消
防
機
関
、
自
衛
隊
及
び
関
係
す
る
指
定
地
方
公
共
機
関
等
に
連
絡
す

る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
原
子
力
施
設
毎
に
連
絡
体
制
を
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

応
急
対
策
活
動
の
情
報
の
連
絡

安
全
規
制
担
当
省
庁

(

原
子
力
防
災
専
門
官
を
含
む
。)

、
所
在
市
町
村
の
隣
接
市
町
村
、

指
定
地
方
公
共
機
関
、
所
在
市
町
村
、
関
係
周
辺
市
町
村
と
応
急
対
策
活
動
状
況
等
の
連
絡

を
密
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
節

活
動
体
制
の
確
立

特
定
事
象
発
生
の
通
報
を
受
け
た
場
合
の
活
動
体
制

国
の
原
子
力
災
害
対
策
本
部
設
置
前
に
お
い
て
、
自
衛
隊
の
派
遣
要
請
の
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
又
は
所
在
市
町
村
長
若
し
く
は
関
係
周
辺
市
町
村
長
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合

は
、
直
ち
に
派
遣
を
要
請
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
四
節

屋
内
退
避
、
避
難
収
容
等
の
防
護
活
動

一

屋
内
退
避
、
避
難
誘
導
等
の
防
護
活
動
の
実
施

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
指
示
に
従
い
、

又
は
独
自
の
判
断
に
よ
り
、
所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
に
対
し
、
住
民
等
に
対
す

る
屋
内
退
避
又
は
避
難
の
た
め
の
立
ち
退
き
の
勧
告
又
は
指
示
を
行
う
べ
き
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
の
連
絡
、
指
示
、
確
認
等
必
要
な
緊
急
事
態
応
急
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

災
害
弱
者
へ
の
配
慮

所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
に
協
力
し
、
避
難
誘
導
、
避
難
所
で
の
生
活
に
関
し

て
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
外
国
人
、
妊
婦
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
災
害
弱
者
に
十
分

配
慮
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

避
難
の
勧
告
・
指
示
の
実
効
を
あ
げ
る
た
め
の
措
置

所
在
市
町
村
長
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
長
等
が
避
難
を
勧
告
又
は
指
示
し
た
区
域
に
つ
い

て
外
部
か
ら
車
両
等
が
進
入
し
な
い
よ
う
指
導
す
る
な
ど
、
勧
告
又
は
指
示
の
実
効
を
上
げ

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
関
係
機
関
に
要
請
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

飲
食
物
、
生
活
必
需
品
等
の
供
給

所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
屋
内
退
避
所
、
避
難
所
等
に
お

い
て
必
要
と
な
る
飲
食
物
、
生
活
必
需
品
等
の
調
達
等
へ
の
協
力
要
請
を
受
け
た
場
合
、
又

は
状
況
等
か
ら
判
断
し
て
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
備
蓄
品
の
供
給
、
給

(

貸)

与
、
事
業

者
等
へ
の
物
資
の
調
達
要
請
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
九
節

救
助
・
救
急
、
消
火
及
び
医
療
活
動

医
療
体
制
に
つ
い
て
、
医
療
班
に
各
医
療
関
係
者
等
よ
り
な
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
チ
ー
ム
、

診
断
・
除
染
チ
ー
ム
、
救
護
チ
ー
ム
を
編
成
し
て
緊
急
時
医
療
活
動
を
行
い
、
初
期
被
ば
く

医
療
機
関
、
二
次
被
ば
く
医
療
機
関
及
び
三
次
被
ば
く
医
療
機
関
に
お
い
て
緊
急
時
医
療
活

動
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
十
節

住
民
等
へ
の
的
確
な
情
報
伝
達
活
動

国
、
所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
と
連
携
し
、
必
要
に
応
じ
、
緊
急
時
に
は
速
や

か
に
住
民
等
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
応
す
る
専
用
電
話
を
備
え
た
窓
口
の
設
置
、
人
員
の

配
置
等
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
四
章

災
害
復
旧
対
策

第
二
節

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
等
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

国
、
所
在
市
町
村
、
関
係
周
辺
市
町
村
、
原
子
力
事
業
者
及
び
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
と

も
に
、
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
物
質
の
除
去
及
び
除
染
作
業
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
五
節

災
害
地
域
住
民
に
係
る
記
録
等
の
作
成

所
在
市
町
村
及
び
関
係
周
辺
市
町
村
が
、
避
難
及
び
屋
内
待
避
の
措
置
を
と
っ
た
住
民
等

に
対
す
る
証
明
等
の
記
録
に
協
力
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
七
節

被
災
中
小
企
業
等
に
対
す
る
支
援

国
と
連
携
し
、
必
要
に
応
じ
災
害
復
旧
高
度
化
資
金
貸
付
、
小
規
模
企
業
設
備
資
金
貸
付

及
び
中
小
企
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
貸
付
等
に
よ
り
、
設
備
復
旧
資
金
、
運
転
資
金
の

貸
付
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
業
務
の
停
止

宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
て
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

藤
原
不
動
産

二

氏
名

藤
原
清
見

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
沢
里
字
二
ツ
屋
一
の
一
二
一

四

免
許
証
番
号

青
森
県
知
事
�
第
一
一
三
五
号

五

業
務
停
止
の
期
間

平
成
十
六
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
十
七
日
ま
で

六

停
止
業
務
の
範
囲

業
務
の
全
部

青 森 県 報平成16年２月18日 水曜日 第2290号 �


